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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
導管（３）、特に導水管のための差込み継手であって、導管端部（２）を収容する継手ス
リーブ（１）と、継手スリーブ（１）内に差込まれた封隙リング（４）と、導管端部（２
）の差込み方向で、封隙リング（４）の作業上流側に取付けられたロックリング（６）で
あって、このロックリングが、導管端部（２）に対して突出しており、差込み方向に傾斜
した保持爪７を形成しているロックリングと、
同様に封隙リング（４）の作業上流側に取付けられ、継手スリーブ（１）に対して差込み
方向で軸方向に支持されている環状体とを備えた差込み継手において、環状体が所定の破
断接続部（１３）を介して接続された、外側から導管端部（２）の端面を包囲するための
保護リング（１２）を備えていることを特徴とする差込み継手。
【請求項２】
保護リング（１２）がＵ字状の横断面を備えていることを特徴とする請求項１に記載の差
込み継手。
【請求項３】
保護リング（１２）を備えた環状体が、ロックリング（６）のためのスペーサリング（８
，９）を形成することを特徴とする請求項１または２に記載の差込み継手。
【請求項４】
保護リング（１２）を備えた環状体が、導管端部（２）のための差込み補助部（１１）を
形成することを特徴とする請求項１または２に記載の差込み継手。
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【請求項５】
導管端部（２）の端面のための保護リング（１２）が、ロックリング（６）と封隙リング
（４）の間に設けられていることを特徴とする請求項１～４のいずれか一つに記載の差込
み継手。
【請求項６】
導管端部（２）のための継手スリーブ（１）が、軸方向のストッパを形成しており、その
ストッパの封隙リング（４）からの軸方向の間隔が、導管端部（２）の外側の保護リング
（１２）の軸方向高さよりも大きいことを特徴とする請求項１～５のいずれか一つに記載
の差込み継手。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、導管、特に導水管のための差込み継手であって、導管端部を収容する継手ス
リーブと、継手スリーブ内に差込まれた封隙リングと、導管端部の差込み方向で、封隙リ
ングの作業上流側に取付けられたロックリングであって、このロックリングが、導管端部
に対して突出しており、差込み方向に傾斜した保持爪を形成しているロックリングと、同
様に封隙リングの作業上流側に取付けられ、継手スリーブに対して差込み方向で軸方向に
支持されている環状体とを備えた差込み継手に関する。
【背景技術】
【０００２】
　より簡単な様式で導管を接続するための接続継手を設けることができるように、差込ま
れる導管端部を、封隙リングを間に挿入することにより収容される継手スリーブ内でロッ
クリングを設けることが知られており（特許文献１）、このロックリングは導管端部から
突出し、差込み方向に傾斜した保持爪を備えており、これらの保持爪は、継手スリーブか
ら導管端部を引き抜こうとする際に、導管端部の外側ケーシングに引掛り、それにより継
手スリーブから導管端部を引き抜くことに対する相応した抵抗を発生させる。選定された
傾斜のため、保持爪には、引抜く方向で導管に負荷をかける際に傾斜と反対方向にトルク
がかり、このトルクにより、導管の外側ケーシングにおいて縁の角張って形成された保持
爪の押付け圧が増大し、従って増大する引抜力による確実な自己ロックが行われる。この
ための前提条件は、軸方向においてロックリングが適当に支持されることである。この軸
方向の支持はスペーサリングを介して行われるのが有利である。付加的に、環状体は導管
端部のための差込み補助部として設けられてもよい。
【０００３】
　接続すべき導管端部が短くした場合あるいは短くした後に、適当に加工されないことが
、特に現場では考慮する必要があるので、導管端部を継手スリーブ内に差込む際に、ロッ
クリングの作業下流側に配置された封隙リングは導管端部の端面により損傷される危険が
ある。
【０００４】
　封隙リングに関する損傷の危険をなくすために、接続すべき導管を押し開けるための接
続ニップルと押し開けられる導管を取囲むスリーブを備えた差込み継手にあっては、スリ
ーブ上で封隙リングを収容する継手が軸方向に移動可能な保護リングを設けることが公知
である（特許文献２）。保持リングは導管端部により連行され、さらに引続いて、封隙リ
ングが、継手とはめられる導管端部の間の環状間隙を封隙する効果を有する封隙リングに
より軸方向に引き抜かれる。このような保護リングが差込まれた導管端部を収容する継手
スリーブを備えた差込み継手において、構造的な手間を相当に増大させることは別にして
、この様式の差込み継手において、保護リングの配設に関して場所を利用するのが困難で
ある。
【０００５】
　その他に、押圧スリーブと導管端部の間の押圧接続の封隙リングの保護のために、導管
端部に保護スリーブをはめることが知られており（特許文献３）、この保護スリーブは、



(3) JP 6138941 B2 2017.5.31

10

20

30

40

50

内側に向いたフランジでもって導管端部の端面にオーバーラップし、かつ対向する端部で
、押圧スリーブの差込み端部の端面に支持されている外側のフランジを形成する。この保
護スリーブは両方のフランジの間に所定の破断位置を備えており、従って、導管端部を押
圧スリーブに差込む際に、保護スリーブは封隙リングの領域内で裂け、封隙リングは押圧
スリーブを押し付ける際に覆われていない導管端部に押圧される。保持爪を備えたロック
リングを介して導管保持部との摩擦により係合した押圧接続による導管端部の軸方向の固
定が、比較できない構造的状況を与えることは別にして、保護スリーブは導管端部上へは
めねばならず、それにより操作は難しくなり、付加的な可脱のための構造部品が必要にな
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】欧州特許出願公開第２３３６６２５号明細書
【特許文献２】欧州特許出願公開第１２１９８８３号明細書
【特許文献３】欧州特許出願公開第１０８１４２３号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従って本発明の根底をなす課題は、操作の諸条件と構造の諸条件が単純である場合に、
接続すべき導管の端面による封隙リングへの損傷の危険をなくすことができるように、冒
頭で述べた様式の差込み継手を仕上げることである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の課題は、環状体が所定の破断接続部を介して接続された、外側から導管端部の
端面を包囲するための保護リングを備えていることにより解決される。
【０００９】
　付加的な構造部材が必要ないので、すでに設けられた環状体と保護リングを接続するこ
とにより、まず著しい構造の簡素化が達せられる。それにより、そうしない場合が残って
いる場所の問題も解決できるのが有利である。その理由は、保護リングをすでに設けられ
た環状体とまとめて一つにすることにより、所要面積を最小にすることができるからであ
る。端面を包囲する保護リングが導管端部により軸方向に連行されると同時に、導管端部
の端面が継手スリーブ内に差込まれる場合に、所定の破断接続部を介して環状体に保護リ
ングを接続することにより、保護リングの連行が保証されるだけでなく、操作も簡素化さ
れる。その理由は、保護リングが緩む部材を形成せず、従って継手スリーブが構造的に所
定の取付位置に割当てられるからである。従って、外側から導管端部の端面を包囲する保
護リングは、駆動体ストッパを形成し、この駆動体ストッパは、保護リングを環状体から
分離した後、導管端部の端面と隣接する外側縁部を包囲する保護リングが、導管端部の端
面を封隙リングに沿って傍らを移動させる際に、導管端部に対して封隙リングを防御する
ように設けられており、従って導管端部はその端面領域でもって封隙リングに損傷を与え
ない。導管端部を普通一般にストッパで区画された差込み位置に移動させることにより、
保護リングは再度封隙リングから引離され、この封隙リングは、適当に予め張力を与えら
れながら導管端部の外側円筒に密封された状態で当接できる。
【００１０】
　保護リングを連行し、かつ封隙リングを保護するために、保護リングにより導管端部の
端面の周囲を捕捉することだけを必要とする。しかし、保護リングがＵ字状の横断面を備
えている場合に、導管端部による保護リングの連行は改善され、それにより保護リングは
端面の導管端部を外側からも内側からもオーバーラップする。
【００１１】
　すでに説明したように、すでに設けられた環状体は、保護リングを所定の破断接続部を
介して導管端部を継手スリーブ内に差込むために有利な捕捉位置に保持するために使用さ
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れる。その際に、環状体はロックリングのためのスペーサリングを形成する。
しかし、保護リングを備えた環状体が、導管端部のための差込み補助部であることも可能
である。その際に、保護リングは環状体を介して差込み方向でロックリングの前側にも後
側にも位置決めすることができる。導管端部の端面のための保護リングが、ロックリング
と封隙リングの間に設けられると、保護リングはロックリングの縁の角張った保持爪を介
して移動される必要はない。その際に、ロックリングの保持爪が、適当な貫通開口部を通
って、ロックリングの作業上流側に取付けられた環状体とロックリングの作業下流側に配
置された保護リングの間の接続部分の領域内で突出すると、保護リングはロックリングの
作業上流側で差込み方向に取付けられた環状体により担持されてもよい。
【００１２】
　継手スリーブ内に差込まれた導管端部のために差込み深さを限定する、軸方向のストッ
パが設けられていると、封隙リングからのストッパの軸方向の間隔が、導管端部の外側で
の保護リングの軸方向高さよりも大きいことに注意する必要があり、それにより、保護リ
ングは導管端部のストッパ位置で封隙リングから完全に引離されている。
【００１３】
　図により本発明の対象を、例を挙げて説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】接続すべき導管を差込む前の本発明による差込み継手の簡略化された軸方向断面
図を示す。
【図２】導管端部を継手スリーブ内に差込んだ後の差込み継手の図１に対応する図を示す
。
【図３】本発明による差込み継手の実施の変形の図１に対応する図を示す。
【発明を実施するための形態】
【実施例】
【００１５】
　図１および２による実施例による差込み継手は、継手スリーブ１を備え、この継手スリ
ーブ内には接続すべき導管３の導管端部２を差込むことができる。継手スリーブ１と導管
端部２の外側ケーシングの間の封隙は、継手スリーブ１の肩の部分５に差込み方向に支持
される封隙リング４を介して行われる。継手スリーブ１内に差込まれた導管端部２は、封
隙リング４の前にあるロックリング６の補助により継手スリーブ１から引き抜くことに対
して軸方向に固く保持される。この目的で、ロックリング６は保持爪７を備えており、こ
れらの保持爪は差込み方向に傾斜して延びており、かつそれらの縁が鋭利な正面でもって
導管端部２の外側ケーシングに弾性的に当接しているので、導管端部２を継手スリーブ１
から引き抜こうと試みても、自己ロックで導管端部２を軸方向に固く保持する。ロックリ
ング６の軸方向の支持は、スペーサリング８と９を介して行われ、封隙リング４とロック
リング６の間のスペーサリングは、ロックリング６に対する封隙リング４の位置を固定す
るが、スペーサリング９は継手スリーブ１に対するロックリング６の軸方向支持を引受け
る。継手スリーブ１はこの目的で嵌め込まれた縁部１０を備えており、この縁部は封隙リ
ング４とロックリング６が挿入された後でスペーサリング８と９によりフランジを付され
る。導管端部２を継手スリーブ１内に簡単に差込むために、継手スリーブ１の嵌め込まれ
た縁部１０により形成された差込み開口部内にスリーブ状の差込み補助部１１が設けられ
ている。
【００１６】
　導管３を接続するために導管端部２が継手スリーブ１内に差込まれると、特に金属製の
導管３の導管端部２の端面が適当に加工されなかった場合、特に導管端部２がその端面で
もって封隙リング４に損傷を与える危険がある。このような損傷の危険をなくすために、
はめられた保護リング１２を備えた導管端部２が封隙リング４を越えて案内された場合、
導管端部２の端面を外側から囲み、従って導管端部２の端面に対して封隙リング４を防御
する保護リング１２が設けられている。
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【００１７】
　好都合なことにＵ字形状の横断面を備えた保護リング１２は、それにより強制的ではな
いが、導管端部２の端面を収容するために構造的に予め設定された位置に保持できるよう
に、保護リング１２は所定の破断接続部１３を介してスリーブ状の差込み補助部１１に接
続されている。この所定の破断接続部１３は、構造的に異なって解放されることができ、
かつ保護リング１２が軸方向で導管端部２の当たる端面を介して軸方向に適当に衝撃を加
えられるのと同時に、保護リング１２を解放する目的を有するので、保護リング１２は、
導管端部２により連行され、かつ導管端部２の端面が、図２に従って継手スリーブ１の狭
隘部１４により形成されるストッパに当たるまで、封隙リング４を越えて案内される。封
隙リング４を越えて引込まれる保護リング１２は、導管端部２と継手スリーブ１の間の封
隙を妨げない。その理由は、保護リング１２の傍らを通り過ぎて移動した後封隙リング４
が導管端部２の外側ケーシングに直接当接するからである。
【００１８】
　図１と２に係る実施例によれば、保護リング１２は差込み方向でロックリング６の手前
にある。従って、保護リング１２は導管端部２を継手スリーブ１内に差込む際に、ロック
リング６の保持爪７を越えて案内される必要がある。この状況は回避するべきであれば、
保護リング１２はロックリング６と封隙リング４の間にあることに至る。この目的で、保
護リング１２は所定の破断接続部を介してスペーサリング８に所属してもよい。図３によ
れば、スリーブ状の差込み補助部１１は、ロックリング６と封隙リング４の間に設けられ
た保護リング１２も担持し、スリーブ状の差込み補助部１１は、ロックリング６の保持爪
７の間に差入れられた、保護リング１２を保持するための指状部１５を形成する。しかし
このような実施形態の場合、スリーブ状の差込み補助部を保持爪７に取付ける際に、保護
リングを傍らを通って差込むことができるように、指状部１５を備えた保護リング１２は
、十分弾性的に構成しなければならない。この目的で、切れ目を付けられた保護リング１
２が設けられてもよい。
【図１】 【図２】
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